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令和 2 年度 消費生活センター主要事業（啓発） 

 

１ 消費者月間における啓発（５月） 

 

企業と連携し、金融に関する講座を実施する予定でしたが、緊急事態宣言が発令され

たため、中止しました。 

 

（参考）市政だより４月号原稿（案）より抜粋 

 

 

２ 小学生向け夏休み講座（７月） 

 

 例年、夏休み中に小学校１～３年生向けに講座を実施。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止及び、夏休み期間短縮のため中止しまし

た。 

 

 

 

 

資料６－１ 
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３ 関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン 

 

（１）リーフレットの作成・配布を行う。（高齢者９月・若者１～３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「高齢者トラブル１１０番」９月２３日（水）、２４日（木） 

高齢者向け特別電話相談。 

日 程 時 間 

令和２年９月２３日（水） ９:００～１６:３０ 

令和２年９月２４日（木） ９:００～１６:３０ 

 

（３）「お金を守る。『護身術！』」悪質商法等被害防止講演会（１０月） 

日程 会場 参加者数 
【再掲】参加者数 

（障害者及びその関係者） 

10月 7日（水） 幕張公民館 12人 9人 

10月 14日（水） おゆみ野公民館 35人 4人 

10月 16日（金） みつわ台公民館 26人 6人 

合  計 73人 19人 

※講演は千葉県警職員及び消費生活センター相談員の講話による２部構成。障害者自立支

援課の協力により障害者に対する周知も行い、手話通訳者・要約筆記者を必要に応じて 

配置した。（例年より広い会場を確保し、会場の定員の半分以下での募集にしたほか、新型

コロナウイルス感染拡大防止のための措置をした上で実施。） 
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４ 若者向け消費生活研修会 

 淑徳大学コミュニティ政策学部と連携し、消費者トラブルに自ら対処できる知識の習得、

トラブルを未然に予防する能力等の習得をめざす研修会を実施。 

 

 「大学生のための消費生活に関するワークショップ」 

日程 テーマ 講師 

９月２６日

（土） 

基礎編① 

若者における消費者被害の未然予

防策 

山元鉄平氏（千葉県弁護士会所

属弁護士） 

若者をターゲットとした消費者ト

ラブルと消費生活センター 

五十嵐朋之氏（千葉市消費生活

センター消費生活相談員） 

１０月３日

（土） 

基礎編② 

私たちの消費生活と消費者市民社

会 

日野勝吾氏（淑徳大学コミュニ

ティ政策学部准教授） 

持続可能な消費に向けた企業等の

取組み 

石井佐知子氏（生活協同組合パ

ルシステム千葉組織運営本部） 

１１月１４日

（土） 

実践編① 

【ワークショップ】アウトローな悪

質事業者撃退！消費者トラブルを

解決してみよう 

五十嵐朋之氏（千葉市消費生活

センター消費生活相談員） 

１１月２８日

（土） 

実践編② 

【ワークショップ】バズる消費者教

育を考えてみよう！ 

前野春枝氏（千葉県消費者セン

ター） 

 実施時間はいずれも 10:00～12:00 
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５ 千葉市こども若者市役所（こども企画課との連携） 

 市内在住・在学の高校生や大学生とともに、若者向けの消費者啓発動画を考えるワークシ

ョップを開催。 

 

日 程 場 所 内 容 

10 月 10 日（土） 淑徳大学 

・若者に多い消費者トラブルについて 

（五十嵐相談員） 

・若者に受けるＣＭ動画を考えよう① 

11 月 7 日（土） 植草学園大学（予定） ・若者に受けるＣＭ動画を考えよう② 

12 月 5 日（土） 

（予備日） 

千葉明徳短期大学 

（予定） 
・若者に受けるＣＭ動画（予備日） 

 実施時間はいずれも 10:00～12:30（予定） 

 

※千葉市こども若者市役所は、千葉市に在住、在学のこどもや若者が、地域や社会の課題に

関わり、自分たちの「まち」を「より良く」していくための活動を行う事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども若者市役所 
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６ 消費者サポーター養成講座  

 日常的に高齢者等と接する方に対し、消費者被害の現状や、消費者被害に係る気づきのポ

イントを学び、早期発見して被害者救済につなげる方法を習得する。 

 

日 時 テーマ 共催団体 

１０月２７日（火） 

10:00～11:30 

高齢者を悪質商法から守る 

見守りのヒント！ 

（特非）消費者市民 

サポートちば 

 

 

７ 金銭教育にかかる消費生活講座 

 資産形成に関する金融の制度について具体的に学べる講座を実施し、市民の金融リテ

ラシーを高める。 

 

日 程 講 師 共催団体 

令和３年 

1月 30日（土） 

大江 加代氏 

（ＡＦＰ認定者、確定拠出

年金アナリスト、オフィス

リベルタス取締役、年金学

会会員） 

・千葉市生涯学習センター 

・NPO法人日本ファイナンシャル・プ

ランナーズ協会千葉支部 

（同時にファイナンシャルプランナーによる無料個別相談会を実施。） 

 

（令和元年度チラシ：参考） 
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８ 巡回講座・連携事業（通年） 

 各団体の依頼に基づき実施。 

主な依頼元は、町内自治会、企業、社会福祉協議会関連施設、各種学校等。 

●消費者トラブルの防止 所要時間：３０分～２時間  消費生活相談員 

（１・２）小中学生向け「自立した消費者を育てる（学習指導要領に沿った講座）」 

（３）高校生向け 「消費者市民を育てる（学習指導要領に沿った講座）」 

（４）高校生向け「売買契約と消費者を守る法律や制度(公民・家庭科)」 

（５）成人向け 「持続可能な社会とは？」 

（６）成人向け・シニア向け 「悪質商法の手口と対処法」 

（７）見守り活動者向け 「悪質商法から高齢者・障害者を守る」 

（８）知っておきたい！製品事故に関する豆知識 

●くらしに役立つ消費生活情報  講師協力：パナソニック㈱ 

◎大人向け講座所要時間：９０分～２時間 

（９）省エネ・節電！上手な電気の使い方 

（10）我が家の防災対策～地震・風水害（台風）・雷・火災対策～ 

（11）住まいの安全対策～意外と多い家の中の危険～ 

◎親子で学べる講座所要時間：６０分 

（12）「地球環境と省エネ」～上手な電気の使い方～ 

（13）「防災講座」～いざという時に備えて～ 

（14）「“お家の安全”について」～知らなきゃあぶないお家の中の常識～ 

 

９ 各種情報紙の発行 

・暮らしの情報いずみ（奇数月） 

発行

月 
主な記事の内容 

５月 ・消費者月間 ・食品ロス ・食中毒に注意 

７月 ・小中校生の相談上位 ・インターネットトラブルの事例  

９月 

・高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン 

・高齢者の相談件数 ・巡回講座のご案内 ・高齢者に多

い相談事例 

・「暮らしの情報いずみ特集号（市政だより５月号）」は参考資料３を参照 

 

・消費者被害注意報 

発行月 内容 

４月 有料イベントや旅行の契約等に関するトラブルにご注意！ 

６月 新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルに注意！ 

８月 「保険金が使える」と誘う住宅修理サービスがきっかけでトラブルに！ 

９月 災害に付け込んだトラブルに引き続き、ご注意ください！（臨時号） 

暮らしの情報いずみ 
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１０ 学校における消費者教育の推進 

 学校における消費者教育を推進するため、消費生活センターにて消費者教育コーディネ

ーター（教員ＯＢ）を活用し、特別支援学級を含めた学校の支援等を実施。 

 

（１）消費者教育研究推進校事業 

学校名 教科 

千葉市立美浜打瀬小学校 
家庭科 

千葉市立稲毛高等学校 

・消耗品費及び外部講師報償費として１校あたり５万円を上限に支給。 

 

（２）適応指導教室（ライトポート）での授業実施 

教室名 令和２年度実施日（実施予定日） 

ライトポート中央（大森小学校内） 10/20、10/27、 

ライトポート花見川（朝日ヶ丘小学校内） 9/29、10/6、10/20 

ライトポート稲毛（千草台東小学校内） 9/18、9/25、10/2 

ライトポート若葉（若松台小学校内） 9/29、10/26、1/22 

ライトポート緑（土気小学校内） 10/23、10/30、11/6 

ライトポート美浜（真砂西小学校内） 10/19、11/2、 

★モデル授業プラン★ 

№１「スマートフォン・インターネットのトラブルにあわないために」 

№２「普段の買い物は“契約”」  №３「もったいない話！？」（食品ロス） 

 

（３）消費者教育ポスター募集 

応募作品数 小学生 中学生 合計 

令和元年度 24 44 68 

令和２年度 46 27 73 

【令和元年度、２年度共通テーマ】 

①お金を大切にするということ（小学生対象） 

②スマートフォンの使い方（小中学生共通テーマ） 

③消費者トラブルに合わないために（中学生対象） 

【巡回展示】 

そごう千葉店地階ギャラリー、稲毛区役所、緑区役所で実施。 

【啓発品作成】 

優秀作品をあしらった啓発品を作成。（小学生／お小遣い帳）（中学生／クリアファイル） 

 

（４）その他 

 ・小学校・中学校・高等学校での授業支援（推進校以外、依頼があれば実施） 

 ・消費者教育教材の検討 等 
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新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した取り組みについて 

 

（１）相談事業の現状 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と、市民の 

安全確保等の観点から、まずは電話による相談を利用す 

るよう案内している。 

・電話相談の結果、契約書類等が煩雑な場合など、対面 

で相談が必要な場合は、来所相談となる。 

・来所相談用の個室では、ソーシャルディスタンスに配 

慮した配置、ビニールシートの仕切りを設置、アルコー 

ル消毒など予防対策を講じている。また、相談者へはマ 

スクの着用や咳エチケットの徹底などを依頼している。 

 

 

（２）教育（啓発）事業の現状 

・千葉市こども若者市役所（こども企画課との連携）において、①対面とリモートを併用し

て講座を実施した。②若者の感性を活かした消費者啓発動画を作成予定。 

・大学生のための消費生活に関するワークショップにおいて、１１月以降の開催分について

感染状況によっては、ＺＯＯＭを利用できるよう準備を進めている。 

・対面による講座については、使用する部屋の定員の半分以下で座席の間隔を広く開け、マ

スク着用、消毒の徹底を行い実施している。 

 

（３）令和３年度にむけて 

・相談事業に関しては、感染拡大状況が落ち着くまでは、電話相談の推奨を続けていく。 

・教育（啓発）事業に関しては、リモートによる講座や、動画による啓発の研究を続けてい

く。 

 

 


